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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
    令和３年１２月９日 

件  名 
国内販路拡大支援事業の成果（令和２年度参加事業者）及び展示販売イ

ベントについて 

所管部課 産業経済部 産業政策課 

内  容 

令和２年度より開始した国内販路拡大支援事業について、令和２年度参加事

業者の個々の成果についての調査結果を報告する。 

また、今年度、令和２・３年度参加事業者の展示販売イベントを開催する。 

 

１ 令和２年度参加事業者の成果（令和３年２月から１１月３０日現在） 

（１）全体の成果 

・ ポップアップ出店：８か所 総売上約７００万円 

主な出店先：有隣堂、エキュート、新宿ミロード、そごう、池

袋駅、ＦＡＮＳ．新橋店 など 

・ 展示会出展：来場者２，２８８人 

出展先：ファッション・ライフスタイル合同展ＰＬＵＧ ＩＮ

（繊研新聞主催） 

（２）個別の成果・進捗状況 

ア 株式会社ＣＡＮ はれてまり工房（工芸品・飲食業） 

・ ポップアップ出店：６か所 総売上約５５０万円 

出店先：有隣堂アトレ恵比寿店、エキュート（東京駅、大宮

駅、立川駅）、新宿ミロード、そごう千葉店 

※ 今後の出店予定：アトレ吉祥寺、百貨店（小田急、京急） 

・ 展示会出展：ＰＬＵＧ ＩＮ 

・ その他の波及効果：ドバイ万博日本館のプロジェクションマ

ッピングに使用、ＪＲＡ天皇賞の装飾 

イ 株式会社ワタトー（菓子製造業） 

・ ポップアップ出店：売上約１４８万円 

出店先：池袋駅構内 

※ その他：新商品パッケージ開発 

ウ 株式会社和宏（革製造業） 

・ ポップアップ出店：売上約１．２万円 

出店先：ＦＡＮＳ．新橋店 

※ 緊急事態宣言で売上が伸びなかったが今後も定期出店の関係を構築 

・ 展示会出展：ＰＬＵＧ ＩＮ 

エ その他参加事業者の動き 

・ 通販サイト（大人の逸品）への出品を交渉中 

・ オリジナルブランドの立ち上げに着手 

・ 他社やゲーム関連とのコラボ商品を開発中 
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２ 展示販売イベント 

（１）目  的 

本年度の新しい取り組みとして、参加事業者がテストマーケティン

グをおこない、消費者やバイヤーの反応を直につかめる場を提供する。 

（２）実施期間 

令和４年２月１２日（土）から２５日（金） 

（３）会  場 ｂ８ｔａ（ベータ）有楽町店 

（ＪＲ有楽町駅、東京メトロ日比谷駅より徒歩１分） 

（４）会場概要 

新たな商品の発見、体験に特化した新しいモデルの小売店。試作品、

新製品、サービスを消費者やバイヤーに体験してもらうことができる。 

（５）会場選定理由 

新しい製品、珍しいサービスを扱う店舗として、来店するバイヤー

や新しいものへの感度が高い人々からの注目が見込める。また、今後

の商品改良に役立つ、以下のようなデータが得られる。 

ア 来店者がどの製品で立ち止まったか、手に取ったか等のデータ 

イ 顔認証による来店者の年齢性別データ 

ウ 製品知識を事前に把握した店員による、来店者の感想や意見のヒ

アリングデータ 

（６）参加事業者（令和２年度及び令和３年度の事業者が対象） 

 参加事業者名（五十音順） 出展予定製品 

Ｒ２ ㈱安心堂 オリジナルプリントグラス 

㈲トラストプリンティング キャラクター切り絵キット 

鼻緒匠 はな壱 鼻緒サンダル 

ボナ・フォルトゥーナ㈱ ハンドバッグ、財布 

㈱和宏ｍｉｎｃａ レザーサンダル 

Ｒ３ ㈱ＥＴＯＥ ランジェリー 

デザインアンダーグランド カセットテープ 

東京産業㈱ スリッパ 

ミツワ㈱ 美顔器 

ミユキ精工㈱ 玩具ブロック 

※ 他２社の参考出展（すでに自ら販路拡大に取り組んでいる事業者） 

（７）イベント終了後の支援 

展示販売イベントで得た消費者やバイヤーの反応を元に商品改良

等の個別支援を継続していく。 

問 題 点 

今後の方針 

新型コロナウイルス感染拡大状況に合わせてオンラインを活用した事業

展開も行っていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和３年１２月９日 

件  名 緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）の受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急経営資金の受付件数等、融資実行

状況の令和３年１１月末までの実績について、以下のとおり報告する。 

 

１ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ 

ネット４号 

セーフティ 

ネット５号 

危機関連 

保証 

Ｒ２.３月 ８３９件 １４０件 ３３件 １件 

４月 １,５１０件 ３４１件 ４４件 ５６件 

５月 ８２７件 ７６７件 １０６件 １５１件 

６月 ５９８件 ８５８件 １７７件 １６３件 

７月 ３９１件 ６５１件 １５１件 １２１件 

８月 ２９０件 ４１９件 ９２件 ５３件 

９月 ２５１件 ３８８件 ６６件 ６３件 

１０月 １８８件 ３４５件 ６９件 ４２件 

１１月 １８２件 ３４０件 ６５件 ６５件 

１２月 １６６件 ３１１件 ６６件 ５７件 

Ｒ３.１月 １２９件 ２１７件 ４６件 ３７件 

２月 １６９件 ３０３件 ４２件 ３５件 

３月 ３１２件 ７０９件 １８１件 １３９件 

４月 ９４件 １０７件 ２７件 １９件 

５月 １４３件 ８４件 ７件 １２件 

６月 １８４件 ９１件 １１件 １４件 

７月 １６９件 ９４件 １０件 １１件 

８月 １４１件 ９６件 ７件 １４件 

９月 ２７７件 １４６件 ６件 １７件 

１０月 １２６件 ８２件 ７件 ６件 

１１月 １６０件 １００件 １５件 ２０件 

計 ７,１４６件 ６，５８９件 １，２２８件 １，０９６件 
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  新型コロナウイルスに係るセーフティネット等の各申請期限は、セー

フティネット４号は令和４年３月１日、セーフティネット５号及び危機

関連保証は令和３年１２月３１日まで延長となった。 

 

※ セーフティネット保証とは 

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった

中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で

保証を行うもの。市区町村が認定する。 

・ ４号 自然災害等の突発的災害を対象として全都道府県を指定。原則 

として最近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて 

２０％以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

・ ５号 全国的に業績が悪化している業種を指定。原則として最近 

１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて５％以上 

減少している場合、保証協会が債務の８０％を保証する。 

・ 危機関連保証 大規模な経済危機、災害等により中小企業につ 

いて著しい信用の収縮が全国的に生じており、実際に売上高等の 

減少がみられる中小企業者を支援するための措置。原則として最 

近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて１５％ 

以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

セーフティネット保証との併用が可能。 
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２ 融資実行件数等  

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

Ｒ２.３月 ２４件 １８５,５００千円 ４,８３５千円 

４月 ６８３件 ４,８７７,２００千円 １３０,００９千円 

５月 ８８２件 ６,１００,６００千円 １５７,７５２千円 

６月 ８０８件 ５,３１５,８８０千円 １４１,８６７千円 

７月 ６２４件 ４,２３９,７００千円 １１６,４１６千円 

８月 ４８７件 ３,３４８,４００千円 ８５,７８３千円 

９月 ３９０件 ２,７１０,４００千円 ７１,０１３千円 

１０月 ２９５件 １,７７２,５００千円 ４４,１１０千円 

１１月 １７１件 １,０６９,１１０千円 ２７,６０１千円 

１２月 １８６件 １,０７３,３００千円 ２９,１０８千円 

Ｒ３.１月 １５３件 ９４７,２００千円 ２２,１５１千円 

２月 １０１件 ４９８,０００千円 １１,９２５千円 

３月 １６７件 ８７９,５００千円 ２２,３０５千円 

４月 ２１９件 １,２６２,７７０千円 ３３,１００千円 

５月 １３１件 ６６１,４００千円 １７,２２２千円 

６月 １６６件 ６９１,２５０千円 １６,５８６千円 

７月 １３４件 ６８９,２４０千円 １７,０３５千円 

８月 １５５件 ７５９,８００千円 １７,０７５千円 

９月 １５５件 ７７３,８００千円 １７,３３８千円 

１０月 ２３９件 １,２３５,４００千円 ２９,１９２千円 

１１月 １１７件 ５５８,１００千円 １２,８２６千円 

計 ６,２８７件 ３９,６４９,０５０千円 １,０２５,２４９千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

引き続き、国や都、各区の動向を注視し、関係機関からの意見も伺いながら、

今後の方向性について検討していく。 

 



  

7 

 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和３年１２月９日 

件  名 雇用調整助成金活用促進事業の受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 

 

昨年５月から実施している雇用調整助成金活用促進事業の受付状況につい

て、以下のとおり報告する。 

また、９月１５日から開始した、雇用調整助成金活用促進事業の社会保険

労務士による休業支援金申請に係る事務手数料助成の周知状況について報告

する。 

 

１ 雇用調整助成金活用促進事業受付状況 

月 助成決定件数 助成決定額（千円） 

Ｒ２.５月   ０件 ０千円 

６月 ６件 ５２３千円 

７月 １２件 １,１２０千円 

８月 ３４件 ３,２２１千円 

９月 ５７件 ５,０９０千円 

１０月 ６８件 ５,９１７千円 

１１月 ３８件 ３,４１４千円 

１２月 １９件 １,８１４千円 

Ｒ３.１月 １２件 １,１７５千円 

２月 １５件 １,２９０千円 

３月 ２０件 １,８４４千円 

４月 ０件 ０千円 

５月 ３件 ２９９千円 

６月 １件 １００千円 

７月 ６件 ６００千円 

 ８月 ３件 ３００千円 

９月 ４（１）件 ３５０（５０）千円 

１０月 ５（１）件 ３３２（５０）千円 

１１月 ７（０）件 ６６３（０）千円 

計 ３１０（２）件 ２８，０５２（１００）千円 

  ※ 申請期限 令和４年３月３１日 

  ※ 令和３年９月１５日から休業支援金を申請対象に追加 

（ ）内の数字は休業支援金の件数及び金額 
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２ 休業支援金申請に係る社会保険労務士費用助成の周知について 

（１）あだち広報  ９月２５日号に記事掲載 

（２）ホームページ ９月１５日に情報掲載 

（３）ＳＮＳ    ツイッター及びフェイスブックを以下の日程で投稿 

        ・ ９月１５日 

        ・ １０月１日 

        ・ １１月２５日 

（休業支援金に係る助成案内チラシ画像付き、 

雇用調整助成金に係る助成もあわせて周知） 

          ・ １１月３０日 

             （国から発表された雇用調整助成金の令和４年 

１月からの特例措置内容もあわせて周知） 

（４）豆の木メール １０月１３日にひとり親家庭向けに発信 

（５）チラシ配付  １１月１９日から区施設、大学等に順次配布 

 

問 題 点 

今後の方針 

国の雇用調整助成金の特例措置期間は令和４年３月末まで延長され、令和４

年１月からの特例措置の内容も発表された。今後も雇用調整助成金の特例措置

に関する国の発表後に、ＳＮＳを通じて区の助成及び国の発表内容の周知を図

っていく。なお、今回の国の発表内容は、区の助成制度に影響を及ぼすもので

はないため、申請件数が今後大幅に増加する見込みはないと思われる。 

休業支援金申請に係る社会保険労務士費用助成についても、チラシ配布や、

ＳＮＳでの発信を継続的に行っていく。 

 



9 

 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和３年１２月９日 

件  名 
小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特別

枠）の申請状況について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特別

枠）の申請状況について報告する。 
 

１ 小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応 

特別枠）について 

（１）申請件数等 

 総件数 内訳 

申請件数 538件 4月:18件 5月:41件 6月:83件 

7月:66件 8月:75件 9月:133件 

10月：58件 11月：64件 

交付決定件数 502件 4月:13件 5月:20件 6月:87件 

7月:54件 8月:56件 9月:112件 

10月：90件 11月：70件 

交付決定金額 80,222千円 4月:2,048千円  5月:3,115千円 

6月:13,927千円  7月:8,649千円 

8月:8,635千円  9月:17,757千円 

10月:14,598千円 11月:11,493千円 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策に要した経費を対象 

上限補助金額：２０万円（補助率４／５） 

  ※ 申請から２～３週間で交付決定 
 

 
 

（２）令和２年度からの申請内容 

  ア 申請総数 4,192件 

  イ 主な申請内容 

（ア）感染防止用品（消毒液、空気清浄機等）申請割合：約７割 

     従業員や顧客への感染拡大防止のため   

（イ）パソコン              申請割合：約５割 

     テレワークやＷＥＢ会議で使用するため 

問 題 点  

今後の方針 

 感染状況、申請数ともに落ち着いてきてはいるが、多くの区内事業者

に活用してもらうため、申請期間を令和４年３月１日まで延長する。 
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